
 

 

 

まん延防止等重点措置の適用に伴う 

五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業の取扱いについて 

 

 

 石川県における新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、本日、まん延防止等重点

措置の適用が決定されたため、五感にごちそう金沢宿泊キャンペーン事業について、

適用日の１月２７日（木）以降、新規予約を停止するとともに、既予約分を割引 

対象外とします。 

 

 

新規予約停止 

    １月２７日（木）以降 

 

 既予約分の割引対象外 

   １月２７日（木）宿泊分から１月３１日（月）宿泊分まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１月２５日 
観光政策課 


